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令和 ７ 年７ 月９ 日  

 

 都 市 建設 委員 会に 付 託さ れま した 議 案２ 件に つい て 、審 査の 過

程に お ける 各委 員か ら の討 論及 び審 査 結果 につ いて 、 審査 経過 順

に報 告 しま す。  

初め に 、 議 案第 ５３ 号 「市 道路 線の 認 定に つい て」 に つい て報

告し ま す。  

 本 案 は民 間宅 地開 発 によ るも の５ 路 線、 千葉 県事 業 によ るも の

２路 線 の計 ７路 線を 市 道と して 認定 し 、適 切な 維持 管 理の もと 、

市民 の 利便 の向 上に 資 する もの です 。  

 な お 、本 委員 会は 案 件の 現況 を視 察 した こと を申 し 添え ます 。  

 審 査 の過 程に おけ る 討論 とし て、  

１  反 対の 立場 で討 論 する 。  

下花輪１号自転車歩行者専用道路は、フェンスが未完成であり、

アス フ ァル トに ひび が 入っ てい る。 ま た、 三輪 野山 １ ０号 自転 車

歩行 者 専用 道路 は、 横 断歩 道が 片側 に しか ない 。市 道 路線 を認 定

した こ とで 、道 路の 安 全利 用や 、再 工 事に 伴う 市の 経 費が かか る

など 問 題が 生じ る可 能 性が あり 、今 議 会で の市 道路 線 認定 は、 い

ささ か 早す ぎる ので は ない かと 考え 、 反対 とす る。  

があ り まし た。  

 採 決 の結 果、 ５対 １ をも って 、原 案 のと おり 可決 す べき もの と

決定 し まし た。  

 次 に 、議 案第 ５２ 号 「流 山市 地区 計 画の 区域 内に お ける 建築 物

の制 限 に関 する 条例 の 一部 を改 正す る 条例 の制 定に つ いて 」に つ

いて 報 告し ます 。  

 本 案 は流 山イ ンタ ー チェ ンジ 西部 地 区地 区計 画の 都 市計 画決 定

及び 平 和台 １丁 目地 区 地区 計画 の都 市 計画 変更 に伴 い 、こ れら の

地区 計 画の 地区 整備 計 画区 域に つい て 、建 築基 準法 第 ６８ 条の ２

第１ 項 の規 定に より 建 築物 の用 途等 の 制限 を定 め、 並 びに 東洋 学

園地区地区計画の都市計画変更による当該地区計画の廃止に伴い 、



当該 地 区計 画の 区域 を 建築 物の 用途 等 の制 限の 対象 か ら外 すも の

です 。  

 審 査 の過 程に おけ る 討論 とし て、  

１  １ 点指 摘し 、反 対 の立 場で 討論 す る。  

流山 イ ンタ ーチ ェン ジ 西部 地区 地区 計 画の 地区 整備 計 画区 域に

つい て は、 まち づく り の在 り方 とし て 、江 戸の 台所 と もい われ 、

市内 で も一 番の 良好 な 稲作 地域 であ っ た。 地権 者が 赤 字経 営を 強

いら れ てい るた め、 稲 作を 続け られ な い、 後継 者が い ない など の

理由 は 理解 する が、 物 流や にぎ わい 施 設な ど開 発優 先 にな るべ き

では な いと 指摘 する 。  

また 、 平和 台１ 丁目 地 区地 区計 画の 地 区整 備計 画区 域 は、 地域

住民 よ り、 デー タセ ン ター 計画 が取 り 下げ にな った の は良 かっ た

とい わ れて いる 。し か し、 なぜ 用途 地 域を もと の第 一 種住 居地 域

に戻 さ ず、 地区 計画 だ けを 変更 す る の かと いう 点に つ いて 、住 民

の納 得 が得 られ ず、 行 政へ の信 頼を 損 ねて いる こと か ら、 反対 と

する 。  

があ り まし た。  

 採 決 の結 果、 ５対 １ をも って 、原 案 のと おり 可決 す べき もの と

決定 し まし た。  

以 上  

 


